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我孫子市水道局 単品スライド条項 運用マニュアル 

 

 

１ 単品スライドとは 

単品スライドとは、我孫子市水道局工事請負契約書約款第２６条第５項に基づき、「特

別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、

請負代金額が不適当となったとき」に発注者又は受注者が請負代金額の変更を請求でき

る措置です。 

  

２ 運用基準について 

(1) 請負代金額の変更の考え方 

請負代金額の変更請求に基づき、対象工事材料の品目類ごとの価格上昇に伴う変動額

のうち、請負代金額の１％を超える額を発注者が負担します。請負代金額は精算変更後

の最終的な全体工事費ですが、部分引渡し部分や出来高払い部分については、遡って単

品スライド条項を適用することはできません。ただし、既済部分検査結果通知書より、

工事請負契約書約款第２６条第５項の適用の対象とした場合は除きます。 

 

(2)対象となる工事材料 

鋼材類と燃料油とその他工事材料の３区分・５品目 

◆鋼材類：H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラッ 

プ等（賃料や損料も対象とすることが可能） 

◆燃料油：ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油 

◆その他工事材料 

 コンクリート類：生コンクリート、セメント、モルタル、コンクリート混和材、コン 

クリート用骨材、コンクリート二次製品等 

 アスファルト類：アスファルト混合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト、 

改質アスファルト等 

 その他主要な工事材料：上記以外の主要な工事材料が対象 

 

(3)対象となる工事 

次の条件をすべて満たす工事です。 

① 対象材料の実際の搬入月・購入月における実勢単価を用いて、部分引渡し部分や 

出来高払い部分を除いた当該工事の請負代金額を再積算した場合に、部分引渡し 

部分や出来高払い部分を除いた当該工事部分が、再積算前の金額より１％以上変 

動している工事。 



② 残工期が原則２ヵ月以上ある工事 

 

３ 請求期日について 

受注者は我孫子市水道局工事請負契約書約款第２６条第５項に基づき、原則工期末の

２ヶ月前までに請負代金額の変更について請求する必要があります。その際、実際に購

入した材料の価格（数量及び単価）、購入先、搬入・購入時期のすべてを証明する書類

を提出する必要があります。 

 

４ 受注者が証明すべき書類が整わない場合 

受注者が発注者の求めに応じず、必要な証明書類を提出しない場合は単品スライド条

項の対象外とします。 

 

５ 算定方法 

 請負代金額の変更額の算定方法は、次により算出するものとする。 

 ※ 単品スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うもので

あり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を

行うものではありません。 

 

(1) 当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類、燃料油、その他工事材料（コンクリー

ト類、アスファルト類、その他の主要な工事材料）に該当する各材料の単価等に基づき、

次式により行う。 

Ｓ  ＝  Ｋ×（100／1+消費税及び地方消費税の税率）（万円未満切り捨て） 

Ｋ  ＝（ Ｍ変更（鋼，油，材料））－（ Ｍ当初（鋼，油，材料））－Ｐ×1/100 

Ｍ当初（鋼，油，材料）  ＝  { ｐ 1×Ｄ1 ＋ ｐ 2×Ｄ2}×（1+消費税及び地方消費税の税率／100） 

Ｍ変更（鋼，油，材料）  ＝  { ｐ'1×Ｄ1 ＋ ｐ'2×Ｄ2}×（1+消費税及び地方消費税の税率／100） 

Ｓ ：スライド額（税抜き額） 

Ｋ ：請負代金額の変動額 

Ｍ当初（鋼，油，材料）：価格変動前の品目類ごとの金額 

Ｍ変更（鋼，油，材料）：価格変動後の品目類ごとの金額 

ｐ ：設計時点における対象材料の設計単価（単価合意比率等を乗じた単価） 

ｐ'：価格変動後における対象材料の設計単価（単価合意比率等を乗じた単価） 

Ｄ ：請負代金額の変更額の算定の対象とする数量 

Ｐ ：請負代金額 

(2) 実際の購入金額が実勢価格を下回る場合にあっては、受注者の実際の購入金額を用

いて、(1)の算式により請負代金額の変更額を算定する。 

 



(3) 実際の購入金額により価格変動後の金額を算定することを希望する場合は、対象材

料ごとに実際の購入金額の単価が実勢価格以上になることを確認した資料をもって対

象品目及び対象材料を発注者に様式 3-5により申し出、また当該地域での市場取引価格

が確認できる２社以上の見積りを提出すること。その後、実際の購入金額が適当な購入

金額であると認められる場合に限り、実際の購入金額により価格変動後の金額を算定す

る。なお、実際の購入金額が適当な購入金額であるかについては、材料毎に工事全体期

間を対象に実際の購入金額の単価と実勢価格の単価（単価合意比率【落札率】を考慮）

を比較して実際の購入金額の妥当性の確認を行う。妥当性の目安は、実勢価格の単価（単

価合意比率【落札率】を考慮）＋３０％とする。 

 

(4) 「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする。 

① 受注者が各対象材料を実際に購入した際の数量が、請負代金額の変更額の算定の 

  対象とする数量（以下、「対象数量」と言う。）以下である場合は、当該対象材料 

を受注者が実際に購入した際の代金額。 

② 受注者が各対象材料を実際に購入した際の数量が、対象数量を上回る場合は、 

対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに受注者が実

際に購入した際の価格を乗じて得た金額。 

③ 燃料油に該当する各対象材料について、下記④の規定により、主たる用途以外の 

用途に用いた数量を下記（6）の対象数量とすることとした場合は、主たる用途以

外の用途に用いた数量に、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の

前々月までの各月における実勢価格の平均価格を乗じて得た金額。 

④ 燃料油に該当する各対象材料については、当該対象材料の購入価格（数量及び単 

価）、購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を受注者が提出し難い事情が

あると認める場合においては、主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を

求めるものとする。この場合、受注者が証明書類を提出しないことがやむを得な

いと認める範囲で、受注者が証明した数量以外の数量についても対象数量とする

ことができる。 

 

(5) スライド額の算定に用いる「価格変動後の各対象材料の単価（ｐ'）」は、次に定め 

るとおりとする。 

① 鋼材類及びその他対象材料（燃料油を除く） 

対象材料を現場に搬入した月の実勢価格（対象材料を複数の月に現場に搬入した

場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとに搬入数量で荷重平均した価

格）とする。 

② 燃料油 

対象材料を購入した翌月の実勢価格（対象材料を複数の月に購入した場合にあっ



ては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で荷重平均した価格）とする。 

なお、（4）④の規定により受注者が提出した主たる用途に用いた数量の証明書類

に基づいて当該証明に係る数量以外の数量についても、（6）の対象数量とするこ

ととした場合は、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月ま

での各月における実勢価格の平均価格とする。 

 

(6) 「対象数量」は、対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。 

① 設計図書に記載された数量があるときは、当該数量。 

② 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、発注者の設計数量。 

③ 設計図書又は数量総括表に明記されていない燃料油については、発注者の積算に 

おいて使用材料一覧として集計された数量。 

④ その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請 

負代金額が不適当となるもの（運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。）

にあっては、当該運搬に要する燃料油に該当する各対象材料の数量で客観的に確

認できるもの。 

 


